
日 薬 業 発 第 1 8 2 号 

平 成 29 年 9 月 5 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長  森  昌平 

 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める 

掲示事項等の一部改正等について 

 

標記につきまして、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありましたので

お知らせします。 

本連絡は処方せんにより交付することができる注射薬が追加されたことに関するも

のです。 

今般、ブロダルマブ製剤及びアリロクマブ製剤が、①処方せんで交付することができ

る注射薬、②在宅自己注射指導管理料（医科点数表）等の対象薬剤として追加されたこ

とに伴い、関係諸通知が一部改正されました。   

今回の一部改正は平成 29年9 月1 日より適用となりますので、貴会会員へご周知く

ださいますようお願い申し上げます。 
























